
須磨剣友会会則 

1) 本会の名称は、須磨剣友会とする 
2) 本会は、剣道の稽古を通じて、青少年の育成並びに人間形成を目的とする 
3) 本会は、以下の役員をおく 

  会長   川田 容三 
  副会長  山口  弘・福本 勝也・橋本 成二 
  会計   鈴木 史美 
  書記   前田 藍子 
  会計監査 山下 孝子 
  広報   鈴木 夏子 
  相談役  顕谷 昭久 

4) 役員は、以下の業務を行う 
  会長   運営、指導、統括 
  副会長  会長の補佐並びに指導 
  会計   会費の徴収、会計簿の管理、報告、渉外 
  書記   会議事録作成、保管 
  広報   ホームページ作成及び更新 

5) 本会は、昭和３７年４月１日発足 
6) 本会の入会は、保護者の同意のある５才児（４月１日時点）以上および成

年とする 
7) 入会は、随時受け付ける 
8) 入会時には、入会金を徴収する 
9) 会費は、月初めの第一稽古日に納めることとする(年間一括及び半期納入も

可能) 
10) 会費は、登録費(兵庫県・神戸市並びに須磨区剣道連盟団体登録費)、運営費

に充てる 
11) 本会を休会または退会する時は届を提出する 
12) 稽古日は以下の通りとする(会場の都合により変更する場合がある) 

 毎週火曜日/１８：３０〜２０：３０⇒神戸市立駒ヶ林小学校体育館 
   ※集合時刻１８：１５ 
 毎週水曜日/１８：００〜２０：００⇒神戸市立南須磨公民館 



   ※集合時刻１７：４５ 
 毎週土曜日/１０：００〜１２：００⇒神戸市立駒ヶ林小学校体育館 

     ※集合時刻９：４５ 
13) 会員は全員スポーツ安全保険に加入する 
14) コンプライアンスの醸成に努める上で、ホームページ及び SNS 等における

個人情報の取り扱いについて、社会通念上の規定を遵守する 
15) この会の事務局を会計宅に於く 
16) 神戸市内に以下の時点で気象警報が発令された場合は稽古を中止とする 

 火曜日/１６時３０分 
 水曜日/１６時００分 
 土曜日/ ８時００分 

17) 会計関連は以下の通りとする 
   入会金     ￥１，０００ 
   月会費     ￥１，０００ 
   中・高・大学生 ￥３，０００（年間） 
  ・スポーツ安全保険（年掛け） 
   中学生以下   ￥８００ 
   一般      ￥１，８５０ 
  ・兵庫県剣道連盟個人登録費 
   昇級審査、昇段審査、試合、講習会等に参加するに際し個人登録費が必 
   要となる 
   中学生以上   ￥２，０００ 
    ※但し、終身会員となれば毎年個人登録費は発生しない 
   終身会員    ￥１４，０００（小学生は個人登録費なし） 
  ・昇級審査費、昇段審査費、講習費は個人負担とする 
  ・会計監査 
   会計監査は年度終了時に速やかに行い、監査結果を次年度に報告する 
18) 付則 
   本会則は、平成３０年４月１日より実施する 
    本会則は、令和元年６月１日改訂 
   本会則は、令和２年４月１日改訂 
   本会則は、令和３年４月１日改訂 


